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平成３０年６月 ２３日 

各都道府県ボクシング連盟 御中 

日本ボクシングを再興する会 

新潟県連盟 鶴木良夫 

宮崎県連盟 菊池浩吉 

千葉県連盟 坂巻義男                                                 

群馬県連盟 中村 司         

愛媛県連盟 大政邦弘                            

佐賀県連盟 冨岡 誠 

宮崎県連盟 内田禎信 

大分県連盟 池端敬介 

新潟県連盟 仁多見史隆 

 

 

 

６月１３日・１８日付日本ボクシング連盟のブログに対する当方の見解について 

 

平成３０年６月１３日付で日連が発出した以下の重要連絡事項について、『日本ボクシングを再興する会』と

して見解を示すことと致します。 

 

凡例１：黄色着色部分は日連側の主張 

凡例２：水色着色部分は『日本ボクシングを再興する会』の反論 

凡例３：主要論点 

 

既に貴連盟宛に対して一部地方連盟の方々より山根明会長を誹謗中傷し、会長に対する退会要求書に賛同を求

めるメールが届いている事と拝察致します。（以下同書面を誹謗文書と言います。） 

誹謗文書が退会理由として指摘する内容は下記の２点です。 

①山根会長やその他一部の役員が数々の不正経理に関わっている事実 

②公式グローブの不透明な販売方法、利益詐取疑惑 

 

②については、先日５月２７日の総会で、宮崎県の菊池氏からの質問とこれに対する会長の答弁に関連すること

と思われます。 

この指摘については、～（中略）～１週後の６月３日開催の緊急理事会で検討し、同月１１日付で全国都道府県

連盟にお知らせした通りです。 

なお、総会時に会長より「（例え）会長であっても、グローブ販売をしてはいけない理由はない」との趣旨の発

言があり、皆様の誤解を招いたかもしれませんが、これは職業（営業）の自由の一般論の例え話として述べたも

のです。 

あくまでも杉スポーツは、会長個人でも会長が支配する企業でもなく、全くの第三者杉スポーツは、会長個人でも会長が支配する企業でもなく、全くの第三者杉スポーツは、会長個人でも会長が支配する企業でもなく、全くの第三者杉スポーツは、会長個人でも会長が支配する企業でもなく、全くの第三者です。（仮に会長の関連

会社が販売しようという場合には、日本連盟との利害が反しないよう、厳格な手続きがない限り、不可能であり、

それはありえないことです。） 
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◎『日本ボクシングを再興する会』として見解 

総会時に、山根氏は「俺が商売をして何が悪い」というご発言で収入を得ていると理解しています。 

グローブ代金振込先の口座名義人「前川哲也」氏は、兵庫県アマチュアボクシング連盟 元理事長であるた

め、全くの第三者とは言い切れない全くの第三者とは言い切れない全くの第三者とは言い切れない全くの第三者とは言い切れないと考えています。 

ちなみに請求先の住所は、前川氏が経営していたとされるドラゴンフライボクシングジム（活動休止中）で

あり、現況は喫茶店で、前川氏の友人の店舗との情報を得ています。 

なお、 

❶当初、山根明氏の孫名義の口座山根明氏の孫名義の口座山根明氏の孫名義の口座山根明氏の孫名義の口座を振込先に指定していたという点について、合理的な説明は未だになされてい

ないため、日本連盟には引き続き回答を求めていくこととします。 

❷なぜ店舗としての実態が無いような杉スポーツを、公式グローブ唯一の取扱店として指定しているのか。これ

は独占禁止法に接触すると考えております。 
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なお、６月１１日付の説明文でも記載したように、検定品販売に参入希望の業者があるときは検討対象としま

す。このようにグローブ等販売については、今後とも公正の維持公正の維持公正の維持公正の維持に務めていきます。これらの点は誤解なきよう

宜しくご理解ください。 

杉スポーツとの独占的な単一随意契約は平成２４年より行われていますが、平成３０年６月１３日までの間、

公的団体である日連が、特定の販売事業者との間で長期間・独占的な単一随意契約を行ってきたことに対する理

由については触れておらず、公正の維持の説明としては合理性を欠く公正の維持の説明としては合理性を欠く公正の維持の説明としては合理性を欠く公正の維持の説明としては合理性を欠くと思料しています。 

過去のことについては全く触れないまま、今後の独占的単一随意契約の見直しを示唆している点については、

問題点に対する本質的な回答となっておりません。 

 

②については、全く抽象的な指摘全く抽象的な指摘全く抽象的な指摘全く抽象的な指摘であり、何を言わんとするか理解できません。 

ところが、誹謗文書では「既に不正行為をスポーツ施策に影響を持つ有力者やマスコミに伝え済みスポーツ施策に影響を持つ有力者やマスコミに伝え済みスポーツ施策に影響を持つ有力者やマスコミに伝え済みスポーツ施策に影響を持つ有力者やマスコミに伝え済みであり、早晩

山根会長と日本連盟に厳しい処分山根会長と日本連盟に厳しい処分山根会長と日本連盟に厳しい処分山根会長と日本連盟に厳しい処分がある」と断言し、さも不正行為が事実であるかのような言辞を弄し、各都道

府県連盟に退会要求に署名押印するよう求めています。 

しかし、それは全くの虚偽全くの虚偽全くの虚偽全くの虚偽です。 

 

◎『日本ボクシングを再興する会』として見解 

まずは、不正経理の具体的な指摘不正経理の具体的な指摘不正経理の具体的な指摘不正経理の具体的な指摘として、以下の４点以下の４点以下の４点以下の４点を挙げさせていただきます。 

 

❶グローブやリングに関する単一随意契約や値段に対する説明不足。（独占禁止法違反の可能性） 

❷ＪＯＣがホームページ上で公表している日連への助成金交付決定額と、日連が決算額で計上しているＪＯＣか

らの助成金額とが乖離する点。 

❸韓国仁川遠征時に、遠征に参加した選手やコーチが、3 万円渡されその額面の領収書に署名した後、遠征先で

2万円徴収された点。 
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❹全国大会開催時に開催県に支出する補助金について、開催県に予算額通りに支払わない点。 

上述４点について、証拠と証言が揃っているので、詳細な説明を引き続き求めていきたいと考えております。 

更に付け加えますと、２年前に愛媛県で実施した全日本社会人選手権と全日本女子選手権の助成金について、合

わせて２００万円の振り込みがあった後に、山根 明氏からの電話で５０万円の戻入を強要（貰いすぎだから戻

した方が良いよ）され戻入。２年が経過したＨ３０年．６．１７に愛媛県連盟に５０万円の振り込み（返済）が

ありました。 

宮崎県連も、今年３月に開催された全国高校選抜大会の助成金２００万円の予算に対して１５０万円が支出され

ていましたが、Ｈ３０．６．１９に５０万円が振り込まれました。これらの処理は年度を超えて極めて不明朗か

つ不適切な予算運営が行われていることを示すものです。 

 

万一、そのような事実関係があったのであるならば、当局はまず第一番に日本連盟に対し、照会ないし調査又

はそれに続く指導等があって然るべきですが、今迄そのようなことは一切ありません。よって、上記断言は、全

くの虚言なのです。このような虚言に惑わされてはいけません。 

 

◎『日本ボクシングを再興する会』として見解 

スポーツ施策に影響を持つ有力者やマスコミには、日本連盟の醜聞について既に伝えています。 

 ただし、以下の２点が理由で、現時点では具体的な内容について皆様にお伝えすることができない状況です。 

❶日連の醜聞のうち、不正経理に係る最も悪質な部分について、マスコミが今公表したとすれば、マスコミの批

判の矛先は、日連のみに留まらず、ボクシング界全体に多大な悪影響がある可能性があるからです。 

❷我々の活動の先には、東京五輪ボクシング競技の注目度を高め、国体で隔年開催に格下げとなったボクシング

を毎年開催に戻すというビジョンがあり、それを達成するためには政治の力が必要です。現時点では行政の指示

に従って『肝』の部分の日連醜聞情報を明らかにはしない選択をしています。 

 

次に上記虚言に基づく今般の要求行動の動機について説明します。 

総会時に山根会長からも説明があったように、誹謗中傷の中心人物は山根会長に対し、マスコミ記事を止める代マスコミ記事を止める代マスコミ記事を止める代マスコミ記事を止める代

わりに自分を含む４人の人を理事にするよう要求しているわりに自分を含む４人の人を理事にするよう要求しているわりに自分を含む４人の人を理事にするよう要求しているわりに自分を含む４人の人を理事にするよう要求しているのです。同人は樋山総務委員長にも同旨のことを述べ

ています。 

 

◎『日本ボクシングを再興する会』として見解 

4/24、現宮崎県連の内田氏と山根氏は、大阪で会談し、以下の２点について合意していました。 

❶高体連との良好な関係構築を考え、内田氏は宮崎の副会長菊池氏と群馬の理事長中村氏を日連役員に推薦。 

山根氏も、「その 2人はすでに役員にすることを決めていた」と回答していました。 

❷内田氏は日連のガバナンスの欠如を指摘しガバナンスを整える為に専門家を日連役員としとして登用するこ

とを提案しました。 

山根氏はその提案に賛同されたので、内田は行政経験の長い冨岡氏（現：佐賀県連理事）を推薦しました。 

その後、菊池氏に山根氏ご本人より、「内田に言われる前から菊池と中村を理事にすることは決めていた。決

して内田に言われたからではない」と連絡がありました。また、富岡氏については「会長付」とするから履歴書

を送るようにと発言されました。その指示に従い、富岡氏は履歴書を日本連盟に送付致しております。 
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しかし、そもそも理事選任は総会において議決権者の総意理事選任は総会において議決権者の総意理事選任は総会において議決権者の総意理事選任は総会において議決権者の総意で決めるものであり、会長にはその権限はありませ会長にはその権限はありませ会長にはその権限はありませ会長にはその権限はありませ

んんんん。 

◎『日本ボクシングを再興する会』として見解 

平成２９年度日本連盟総会において２名の新理事が加わった際、理事定数を超えていたのにもかかわらず、定

款に定められた総会による議決権者の総意による決定方法はとられていませんが、そのことについての説明はあ

りません。 

 

しかも「マスコミ報道を抑えるから理事を認めろ」「マスコミ報道を抑えるから理事を認めろ」「マスコミ報道を抑えるから理事を認めろ」「マスコミ報道を抑えるから理事を認めろ」とは一体どういうことですか。これでは脅かしではありま脅かしではありま脅かしではありま脅かしではありま

せんかせんかせんかせんか。 

◎『日本ボクシングを再興する会』として見解 

 内田氏は 4 月 24 日（火）に山根氏に大阪市生野区新今里の「てんぷら千津賀」に呼ばれ、複数名で穏やかに

談笑し、その中で理事の推薦の話を提案しました。会長が国際的なパイプを作って下さってきたことに感謝の

意を何度も伝えております。その後、山根氏の奥様のお店にも連れて行って頂きました。また、次の日に大阪

の事務所にも呼ばれ、そこで偶然に副会長森正氏とも同席となり、お話をしました。その際、事務員の方二人

もいらっしゃいました。 

 また、5 月 18 日（金）には樋山氏に大阪市北区堂山町の「京風青山」に呼ばれ、宮崎県理事長の菊池と共に

伺いました。その際、樋山氏は伊丹空港までお迎えに来て下さり、始終穏やかな雰囲気で現連盟についての疑

問や問題改善の提案を致しました。「認めろ」などの強い口調は内田氏も菊池氏も一切使っておりません。 

 「脅かし」など、事実無根であります。 

山根氏・樋山氏の指定されたお店に行って話をしています山根氏・樋山氏の指定されたお店に行って話をしています山根氏・樋山氏の指定されたお店に行って話をしています山根氏・樋山氏の指定されたお店に行って話をしていますので、強い口調で話が出来るわけもなく、そんな雰

囲気になるはずがありません。 

その時に頂いた名刺を添付致します。私どもの見解が適切であることをお分かり頂けると思います。 

 

 

このような暴挙と虚言に惑わされてはなりません。これらに対しては、今後然るべき断固たる手段により対処

すべく準備中です。 
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東京オリンピック間近の大事な時期の暴挙に心が痛みますが、日本連盟は何があっても微動だにしません。

着々と準備を進めております。 

JOC からは、ブログ等々による日本連盟に対する誹謗中傷には何の理由のないことについて理解をいただき、

連盟の運営全般及び現体制に理解と支持をいただいています。ご安心ください。 

そして東京オリンピックを控えまして命を懸けている選手やコーチ、国体やインターハイを目指して日々練習に

明け暮れている子供たちの心を大切にし、選手達を守ってあげようではありませんか。 

貴連盟の常識あるご判断及び日本連盟に対する変わらぬ信頼をお願いする次第です。 

 

 

◎その他不正経理・不当判定・全国大会開催県への過大な要求・オリンピック基金に係る資料等・６月１３日

付けで日連が発出した以下の重要連絡事項では触れられていませんでしたが、複数の審判員が 

勇気を出して、山根明氏からの不正判定操作の事実を、我々に証言してくれました。 

（実名の公表は差し控えさせていただきます） 

 

6 月 18 日のブログ 

ご回答することは自由ですが、その場合回答によっては厳しい責任を伴います。 

日本連盟は、少数の者によるアンケートですので、各都道府県連盟による回答は義務ではなく、任意ですと

記していながら、厳しい責任を伴いますと脅しともとれる内容に驚いています。 

都道府県連盟の皆様、日本ボクシング連盟は、他競技団体やその他の組織、国民に対して誇れる組織ではあ

りません。 

 

 

７．平成 29 年度決算書に記載の高校選抜大会の大会費が助成金額の 150万円より 20万円多額であった件は、

同大会時に開催した UJ ボクシング講習会に関する経費であったこと。 

20万円という額は、宮崎県連としては、広告費を募り、連日のように企業や個人に頭を下げて集めた貴重な

額です。 

平成 30 年 3 月 25 日（日）に行われたＵＪボクシング講習会の経費ということとしたようですが、この会議

室借用料、パソコン、プロジェクター、用紙、コピー機は、宮崎県連で支払っており、20 万円という金額が、

この講習で使用されたという説明は理解ができません。 
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・また、全国大会開催県への課題要求・オリンピック基金係る証拠等については以下のとおりです。 

※オリンピック基金については、日連の予算決算書には計上されていません。 
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◎今までにも、全国大会の助成金を正当な金額を受け取っていない都道府県連盟があると思います。その連盟

は、すぐに日本連盟に電話をして、正当な金額を受け取るべきです。何故なら、日本連盟の全ての活動費は、

国民からの税金と、我々ボクシングを心から愛している全国の同志が登録料として納めたものです。助成金を

受け取るのは当然の権利です。 

 

◎指導者の皆様、日々選手たちにボクシング指導をして、家庭を顧みず、選手の成長を見ることが最高の喜び

かと思います。何度も、自分の教える選手の試合で、勝ったり負けたりする姿に感動を覚え、涙したことでし

ょうか。それが、日本ボクシング連盟のやり方により、喜びを感じる機会を失いつつあります。 

 

□これらのことを解決するのは、日本ボクシング連盟、会長 山根 明氏の退会要求でしか解決できない事態

となっていることに、気がついてください。  

◎『日本ボクシングを再興する会』のマニュフェストについて 

各都道府県が会長の退会要求書署名押印の判断をするにあたって、『今後のビジョンは？ 新体制のことが

わからないので答えが出せない』との問い合わせを多く受けました。 

 それについて、『日本ボクシングを再興する会』としては、以下のマニュフェストをお示しさせて頂きます。 

❶全国の皆様と意見交換をしながら公益社団法人化を目指し、定款の変更と定款の完全履行、適正な財務管理

と透明化、大阪事務所の閉鎖等の財政改革、国体毎年開催のための活動をしていきます。また、健全な新体



11 

 

制のために国会議員複数名の方に顧問になって頂けるよう働きかけます。 

❷新体制と都道府県連盟をネットで繋ぎ、日本連盟の財務状況を詳細に年度途中で報告・開示（年４回が目標）

致します。決算書も常に閲覧できるように致します。 

  また、公正性を高めるため、都道府県連盟からのご意見をネット上で伝えられるようにシステム化します。

重要事項の決定には新体制が独り歩きにならないようネット上でアンケートをとり、意思決定に都道府県が

皆参加できるようにします。選手ファースト・都道府県ファーストの精神で進めていきます。 

❸都道府県が全国大会を開催するにあたり、正規（予算通り）の助成金を支出し、運営を円滑にすすめるよう

に協力します。 

❹不要な食事会などの接待行為を廃止して、開催地実行委員会や都道府県連盟の負担を減らし、円滑でスムー

ズな大会運営に努めます。 

❺グローブ・リング・ヘッドギア等に関しては、全国の販売店で購入できるようにメーカーと交渉します。連

盟に収支があった場合には公表致します。 

❺公正な判定が行われるように、連盟に皆様の意見を受け付ける窓口を作り体制を整えていきます。 

❻アマチュア連盟としてプロ団体とも協力しながらアンダージュニア選手が相互の練習会や競技会に出場でき

るような環境を整備します。 

 

【終わりに】 

私たち『日本ボクシングを再興する会』のメンバーは残念に思っています。 

日連に対する不満が大変多い中、ようやく会長山根明氏への接見が叶い、我々の改善要求を伝えることができ、

「これで日本ボクシング連盟も改善に向けて前進する」という望みを持っていました。 

 しかし、総会での会長の言葉を聞き、改善の兆しは全く見受けられなかったため、退会要求書提出の流れにな

りました。現在まで私どもは何度も何度も話し合い、勇気を出し退会要求書を提出することとなりました。   

 現在の日連に不満や問題意識を持っている方に、強調してお伝えしたいことがあります。 

 全国の指導者たちが、自分や選手に不利益が及ぶことを恐れること自体は、人として正常な感情です。 

しかし、『まともな意見を言えば不利益が及ぶ』という恐怖を皆様に植え付けている【現体制そのものがやは

り問題があるのではないでしょうか】。そして日本ボクシングを再興する会を立ち上げた我々メンバーの多くは

やはり大切な選手を抱えながらもこうして立ち上がりました。 

今回連盟の体制を変えることができなければ、これから先もこのままの状態が続くことになるしそれを認める

ことになります。毎日一生懸命頑張っている生徒たちのためにも、ボクシング競技の衰退を止めるためにも、各

都道府県連盟の皆様におかれましては、会長山根明氏の退会要求書の提出を何卒ご協力宜しくお願い致します。

我々は、選手のために『日本のボクシングを再興したい』という【思い】を共有している同志同志同志同志です。 

 

追記 

  

一部の週刊誌に澤谷氏の記事が出ておりますが、澤谷氏の活動と私たち同志の活動は一切の係わりはありま

せんので、ご周知おきください。 
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